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【 手 続 補 正 書 】
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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 パ ケ ッ ト サ ー ビ ス 無 線 通 信 シ ス テ ム の 上 り リ ン ク 上 で 、 無 線 リ ソ ー ス
へ の ア ク セ ス を 制 御 す る 方 法 で あ っ て 、
　 ユ ー ザ 装 置 に お い て 、 第 １ の 伝 送 速 度 （ Ｓ Ｆ ｉ ｎ ｉ ｔ ） で 伝 送 を 開 始 す る ス テ ッ プ と 、
　 ネ ッ ト ワ ー ク に お い て 、 ユ ー ザ 装 置 に 対 す る 許 可 伝 送 速 度 （ Ｓ Ｆ ｍ ｉ ｎ ） を 計 算 し 、 前
記 許 可 伝 送 速 度 （ Ｓ Ｆ ｍ ｉ ｎ ） を 前 記 ユ ー ザ 装 置 に 送 信 す る ス テ ッ プ と 、
　 ユ ー ザ 装 置 に お い て 、 前 記 許 可 伝 送 速 度 （ Ｓ Ｆ ｍ ｉ ｎ ） が 受 信 さ れ た 後 、 前 記 許 可 伝 送
速 度 （ Ｓ Ｆ ｍ ｉ ｎ ） よ り も 低 速 な 伝 送 速 度 （ Ｓ Ｆ ） で 伝 続 け る ス テ ッ プ と を 含 む

方 法 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 前 記 ユ ー ザ 装 置 が 、 所 定 の 期 間 （ Ｔ ｉ ｎ ｉ ｔ ） の 間 、 前 記 第 １ の 伝 送
速 度 （ Ｓ Ｆ ｉ ｎ ｉ ｔ ） で 伝 送 す る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 前 記 ユ ー ザ 装 置 が 、 前 記 許 可 伝 送 速 度 （ Ｓ Ｆ ｍ ｉ ｎ ） を 受 信 す る ま で
、 前 記 第 １ の 伝 送 速 度 （ Ｓ Ｆ ｉ ｎ ｉ ｔ ） で 伝 送 す る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 ネ ッ ト ワ ー ク に お い て 、 許 可 伝 送 速 度 （ Ｓ Ｆ ｍ ｉ ｎ ） を す で に 受 信 し
て い る ユ ー ザ 装 置 に 、 新 し い 許 可 伝 送 速 度 （ Ｓ Ｆ ｍ ｉ ｎ ） を 送 信 ま た は 同 報 通 信 す る ス テ
ッ プ ら に 含 む 請 求 項 １ か ら ３ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 前 記 伝 送 を 開 始 す る ス テ ッ プ が 、 各 パ ケ ッ ト の 初 め に 、 ユ ー ザ 装 置 に
よ り 繰 り 返 さ れ る 請 求 項 １ か ら ４ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】 　

無 線 通 信 シ
ス テ ム 。
　 　 【 請 求 項 ７ 】 　

送 を 、 無
線 リ ソ ー ス へ の ア ク セ ス を 制 御 す る

、

、

を さ 、

、
ユ ー ザ 装 置 に お い て 、 第 １ の 伝 送 速 度 （ Ｓ Ｆ ｉ ｎ ｉ ｔ ） で 伝 送 を 開 始

す る 手 段 と 、
　 ネ ッ ト ワ ー ク に お い て 、 ユ ー ザ 装 置 に 対 す る 許 可 伝 送 速 度 （ Ｓ Ｆ ｍ ｉ ｎ ） を 計 算 し 、 前
記 許 可 伝 送 速 度 （ Ｓ Ｆ ｍ ｉ ｎ ） を 前 記 ユ ー ザ 装 置 に 送 信 す る 手 段 と 、
　 ユ ー ザ 装 置 に お い て 、 ネ ッ ト ワ ー ク か ら 前 記 ユ ー ザ 装 置 に 対 す る 許 可 伝 送 速 度 （ Ｓ Ｆ ｍ

ｉ ｎ ） を 受 信 し 、 前 記 許 可 伝 送 速 度 （ Ｓ Ｆ ｍ ｉ ｎ ） が 受 信 さ れ た 後 、 前 記 許 可 伝 送 速 度 （
Ｓ Ｆ ｍ ｉ ｎ ） よ り も 低 速 な 伝 送 速 度 （ Ｓ Ｆ ） で 伝 送 を 続 け る 手 段 と か ら な る 、

第 １ の 伝 送 速 度 （ Ｓ Ｆ ｉ ｎ ｉ ｔ ） で 伝 送 を 開 始 す る 手 段 と 、
　 ネ ッ ト ワ ー ク か ら 前 記 ユ ー ザ 装 置 に 対 す る 許 可 伝 送 速 度 （ Ｓ Ｆ ｍ ｉ ｎ ） を 受 信 す る 手 段



ユ ー ザ 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ８ 】 　

　 　 【 請 求 項 ９ 】 　

　 　 【 請 求 項 １ ０ 】 　

　 　 【 請 求 項 １ １ 】 　

　 　 【 請 求 項 １ ２ 】 　
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と 、
　 前 記 許 可 伝 送 速 度 （ Ｓ Ｆ ｍ ｉ ｎ ） が 受 信 さ れ た 後 、 前 記 許 可 伝 送 速 度 （ Ｓ Ｆ ｍ ｉ ｎ ） よ
り も 低 速 な 伝 送 速 度 （ Ｓ Ｆ ） で 伝 送 を 続 け る 手 段 と か ら な る 、

所 定 の 期 間 （ Ｔ ｉ ｎ ｉ ｔ ） の 間 、 前 記 第 １ の 伝 送 速 度 で 伝 送 す る 手 段
を 含 む 、 請 求 項 ７ に 記 載 の ユ ー ザ 装 置 。

前 記 許 可 伝 送 速 度 を 受 信 す る ま で 、 前 記 第 １ の 伝 送 速 度 で 伝 送 す る 手
段 を 含 む 、 請 求 項 ７ に 記 載 の ユ ー ザ 装 置 。

各 パ ケ ッ ト の 初 め に 、 伝 送 の 開 始 を 繰 り 返 す 手 段 を 含 む 、 請 求 項 ７
か ら ９ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の ユ ー ザ 装 置 。

ユ ー ザ 装 置 に 対 す る 許 可 伝 送 速 度 （ Ｓ Ｆ ｍ ｉ ｎ ） を 計 算 す る 手 段 と
、
　 前 記 許 可 伝 送 速 度 を ユ ー ザ 装 置 に 送 信 す る 手 段 と か ら な る 、 ネ ッ ト ワ ー ク 装 置 。

許 可 伝 送 速 度 を す で に 受 信 し て い る ユ ー ザ 装 置 に 、 新 し い 許 可 伝 送
速 度 を 送 信 ま た は 同 報 通 信 す る 手 段 を 含 む 、 請 求 項 １ １ に 記 載 の ネ ッ ト ワ ー ク 装 置 。
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